
介 護 保 険 指 定 施 設 

介護保険指定事業所 2026年 4月１日現在 

 

 

特別養護老人ホーム 泉クラシック 

当施設は介護保険の指定を受けています。 

（仙台市指定 ０４７５５０３５９５） 

 

１．経営法人（事業者） 

（１）法人名 社会福祉法人 幸生会 

（２）法人所在地 宮城県仙台市青葉区栗生１丁目２５番地１ 

（３）電話番号 ０２２－３９１－６６５８ 

（４）代表者氏名 理事長 金森 従雄 

（５）設立年月 １９９６年２月１日 

２．施設（事業所）の概要 

（１）施設（事業所）の種類 

ユニット型指定介護老人福祉施設 ・２０１６年３月３１日指定

指定短期入所生活介護事業所（空床利用型）    ・２０１６年３月３１日指定

指定介護予防短期入所生活介護事業所（空床利用型） ・２０１６年３月３１日指定 

（２）施設（事業所）の名称  特別養護老人ホーム 泉クラシック 

（３）施設（事業所）の所在地 宮城県仙台市泉区根白石字清水屋敷 35 番地の 1 

（４）電話番号 ０２２－３４６－６０４１ 

（５）管理者氏名 施設長 菅原 尚浩 

（６）開設年月 ２０１６年４月１日 

（７）営業日及び営業時間 

営 業 日 年 中 無 休 

受付時間 随 時 

（８）利用定員 

ユニット型介護老人福祉施設 １００人（定員） 

※短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護（空床利用型）は、特別養護老人ホーム

泉クラシックの空きベッドを利用します。 

 

（９）居室等の概要 

居室・設備の種類 室数 備考 

居 室 １００ 1 人 部 屋 （ ユ ニ ッ ト 型 個 室 ） 

1 ユニット 10 室 計 10 ユニット 100 室 

リビング １０ １ユニット１室（食堂と兼用） 

洗面設備 １００ 居室毎に設置 

便 所 １１０ 居室毎に設置、１ユニット毎１室 

浴 室 １２ 個浴（10 室）、特殊浴槽（２室） 

医 務 室 １ １階 

※上記は、厚生労働省が定める基準により、配置が義務づけられている施設・設備です。この

施設・設備の利用にあたって、ご契約者に特別にご負担いただく費用はありません。 



３．職員の配置状況 

１．ユニット型指定介護老人福祉施設、指定介護予防短期入所生活介護及び指定短期入所生活介護

サービス（空床利用型）を提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。 

(２０２６年 4 月１日現在) 
 

職 種 
配 置 職 員 数 

常勤換算 指定基準 
専従 非常勤 兼務 

１．施設長（管理者）   １名 ０．８名 １名（兼務可 ） 

２．介護職員 ４１名 １５名 ３名 ５３名 ３１名 

３．生活相談員 １名  １名 ２．０名 １名（兼務可） 

４．看護職員 ４名 ４名  ６．６名 ３名 

５．機能訓練指導員   １名 １．０名 １名（兼務可） 

６．介護支援専門員   ４名 ２．２名 １名（兼務可） 

７．管理栄養士 １名  １名 ２．０名 １名（兼務可） 

８．医 師  １名  ０．１名 １名（非常勤可） 

 

２．主な職種の勤務体制 

職 種 勤 務 体 制 

１．医 師（非常勤） 週１回 １２：５０～１４：５０ 

２．介護職員 早番： 

常勤

日勤： 

常勤

遅番： 

常勤

夜勤： 

常勤

深夜勤： 

常勤 

 

７：３０～１６：３０ 

 

９：００～１８：００ 

 

１３：００～２２：００ 

 

１７：００～翌日１０：００ 

 

２１：４５～翌日 ７：４５ 

３．生活相談員（常勤）  

早番：

日勤： 

 

８：３０～１７：３０ 

９：００～１８：００ 

４．機能訓練指導員（常勤） 

５．介護支援専門員（常勤） 

６．管理栄養士（常勤） 

７．看護職員（常勤） 早番： 

 

日勤：

遅番： 

①８：００～１７：００ 

②８：３０～１７：３０ 

９：００～１８：００ 

９：３０～１８：３０ 

 

４．主な協力医療機関 

 

根白石診療所（内科） 

仙台循環器病センター 

（循環器内科、心臓血管外科、消化器 

科、呼吸器科、内科、外科、麻酔科） 

 

国見台病院（精神科） 

仙台徳洲会病院 

（内科、消化器内科、糖尿病・代謝内科、循環器内科、外科、呼吸器外科、整形外科、脳神経外

科、心臓血管外科、泌尿器科、皮膚科、歯科口腔外科、産婦人科、神経内科、眼科、麻酔科） 

広瀬病院 

（内科、消化器内科、循環器科、呼吸器内科、診療内科、リハビリテーション科） 



東北公済病院 

(内科・消化器科、消火器一般外科、リハビリテーション科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、麻酔科、 

呼吸器内科、小児科、形成外科、産科・婦人科、放射線科、病理診断科、乳腺外科、整形外科、

循環器内科、眼科、歯科口腔外科、脳神経外科) 

泉整形外科病院 （整形外科） 北中山皮膚科医院 （皮膚科） 長命あべ歯科 （歯科） 

 貝山中央病院（精神科） 

 

 

 

５．当施設（事業所）の利用料金 

○ ユニット型介護老人福祉施設の利用料金 

・介護保険の給付が受けられるサービス（利用料金は、負担割合証の割合に応じた額となります） 

（１） １か月（30 日とした場合）あたりの基本利用料のみの額 

 

 
令和８年１０月 1 日現在 

ご契約者の要介護度

とサービス利用料金 

要介護１ 
274,780円 

要介護２ 
299,370 円 

要介護３ 
325,710 円 

要介護４ 
350,650 円 

要介護５ 
374,880 円 

１割負担の方 27,478 円 29,937 円 32,571円 35,065 円 37,488 円 

２割負担の方 54,956 円 59,873 円 65,141 円 70,129 円 74,976 円 

３割負担の方 82,433 円 89,809 円 97,712 円 105,193 円 112,464 円 

 

（２）加算料金（サービスの利用に応じてかかる加算額） 

 

入院・外泊時費用 

入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び入所者に対して居宅

における外泊を認めた場合（１か月に６日を限度） 

1 日２５３円（1 割）、５０６円（2 割）、７５８円（3 割） 

初期加算 
入所日から起算して３０日以内の期間又は３０日を超える入院後に再入所した場合 
1 日３１円（1 割）、６２円（2 割）、９３円（3 割） 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） １ヶ月のご利用単位数に１４．０％を乗じた額を加算。 

個別機能訓練加算（Ⅰ） 
計画を作成し、サービス提供の同意を得た上で機能訓練を実施した場合 

1 日１３円（1 割）、２５円（2 割）、３７円（3 割） 

 

個別機能訓練加算（Ⅱ） 

個別機能訓練加算（Ⅰ）算定者について、その情報を厚生労働省に提出し、機能訓練実施

のために必要な情報を活用している場合 

1 日２１円（1 割）、４１円（2 割）、６２円（3 割） 

 

 

 

個別機能訓練加算（Ⅲ） 

口腔衛生管理加算（Ⅱ）及び栄養マネジメント強化加算を算定していること 

リハビリテーション実施計画等の内容について、リハビリテーション・機能訓練、

口腔、栄養の情報を関係職種の間で一体的に共有すること。その際、必要に応じて

厚生労働省に提出した情報を活用していること 

共有した情報を踏まえ、リハビリテーション計画または個別機能訓練計画について

必要な見直しを行い、見直しの内容について関係職種に対し共有していること 

1 日２１円（1 割）、４１円（2 割）、６２円（3 割） 

 

療養食加算 

医師の発行する、食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する

療養食が、管理栄養士によって管理され提供された場合 

1 回７円（1 割）、１３円（2 割）、１９円（3 割） 

 

栄養マネジメント強化加算 

管理栄養士を 2 名以上配置し、低栄養リスクが高い入所者に対し食事の調整を

行う場合。入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理

の実施に必要な情報を活用している場合 

1 日１２円（1 割）、２３円（2 割）、３４円（3 割） 

看護体制加算（Ⅰ） 
常勤の看護師を１名以上配置している場合 
1 日５円（1 割）、９円（2 割）、１３円（3 割） 

看護体制加算（Ⅱ） 
看護職員を常勤換算で 4 名以上配置し、24 時間の連絡可能体制を確保している場合 

1 日９円（1 割）、１７円（2 割）、２５円（3 割） 



サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 80%以上の場合 

介護職員の総数のうち、勤続 10 年以上の介護福祉士の占める割合が 35%以上の場合 

1 日２３円（1 割）、４５円（2 割）、６８円（3 割） 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 
介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 60%以上の場合 

1 日１９円（1 割）、３７円（2 割）、５６円（3 割） 

 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 

直接サービス提供する職員の総数のうち勤続年数 7 年以上の者の占める割合が 30%以上の場合介

護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 50%以上の場合 

介護・看護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が  75%以上の場合 

1 日７円（1 割）、１３円（2 割）、１９円（3 割） 

 

科学的介護推進体制加算（Ⅰ） 

入所者ごとの ADL 値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の心身の状況等

に係る基本的な情報を厚生労働省に提出し、必要に応じてサービス計画を見直す

など、サービス提供に当たって、必要な情報を活用する場合 
1 月４１円（1 割）、８２円（2 割）、１２３円（3 割） 

 

科学的介護推進体制加算（Ⅱ） 

科学的介護推進体制加算（Ⅰ）の算定要件に加え、利用者の疾病の状況を

厚生労働省に提出した場合 
1 月５２円（1 割）、１０３円（2 割）、１５４円（3 割） 

 

 

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） 

入所者ごとの褥瘡の発生に係るリスクについて施設入所時に評価するとともに、

少なくとも３か月に１回、評価を行う。褥瘡発生のリスクがあるとされた 

入所者に対し、褥瘡ケア計画を作成して褥瘡管理を行い、少なくとも３か月に 

１回褥瘡計画の見直しを実施する場合 

1 月３円（1 割）、６円（2 割）、９円（3 割） 

 

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） 

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）の要件を満たしており、施設入所時等の評価におい

て褥瘡発生リスクがあるとされた入居者等において、褥瘡の発生がない場合 

1 月１４円（1 割）、２７円（2 割）、４０円（3 割） 

 

 

排せつ支援加算（Ⅰ） 

排泄に介護を要する利用者のうち、要介護状態を軽減できると医師又は適宜医

師と連携した看護師が判断し、施設入所時等に評価するとともに、少なくとも 

6 か月に１回、評価を行う。その評価結果等を厚生労働省に提出し、排泄支援

に活用する。そのうえで、多職種で排泄に介護を要する原因等の分析や計画の

作成、支援を実施する場合。 

1 月１１円（1 割）、２１円（2 割）、３１円（3 割） 

 

排せつ支援加算（Ⅱ） 

排せつ支援加算（Ⅰ）の要件を満たしており、施設入居時等と比較して排尿・

排便の少なくとも一方が改善し、いずれにも悪化がない場合。またはおむつ使

用ありから使用なしに改善していること。 

1 月１６円（1 割）、３１円（2 割）、４７円（3 割） 

 

排せつ支援加算（Ⅲ） 

排せつ支援加算（Ⅰ）の要件を満たしており、施設入居時等と比較して排尿・

排便の少なくとも一方が改善し、いずれにも悪化がない場合。かつ、おむつ使

用ありから使用なしに改善していること。 
1 月２１円（1 割）、４１円（2 割）、６２円（3 割） 

 

 

再入所時栄養連携加算 

入所者が入院し、大きく異なる栄養管理が必要となった場合であって、施

設の管理栄養士が医療機関の栄養食事指導に同席し、再入所後の栄養管理

について医療機関の管理栄養士と相談のうえ、栄養ケア計画の原案を作成

し、施設へ再入所した場合(1 回に限る) 

1 回２０６円（1 割）、４１１円（2 割）、６１７円（3 割） 

 

夜勤職員配置加算（Ⅱ）ロ 
夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、最低基準を１人以上、上回っている場合 

1 日１９円（1 割）、３７円（2 割）、５６円（3 割） 

 

 

 

日常生活継続支援加算（Ⅱ） 

算定月の前 6 ヶ月間又は 1 年間における新規入所者について、要介護４〜 

５の割合が７０％以上又は認知症日常生活自立度Ⅲ以上の割合が６５％以

上の場合又は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第１条各号に掲げる行

為を必要とする者の占める割合が入居者の１５％以上である場合であっ

て、介護福祉士の数が常勤換算方で、入所者の数が６又はその単数を増す

ごとに１以上である場合。 

1 日４８円（1 割）、９５円（2 割）、１４２円（3 割） 



 

 

退所時相談援助加算 

契約者の退所時、退所後の居宅サービス等について相談援助を行い、かつ、同

意を得て、退所日から２週間以内に退所後の居住地を管轄する市町村及び

居宅介護支援事業所や地域包括支援センター等に対して、介護状況を示す

文書を添えて居宅サービスに必要な情報を提供した場合 

1 回４１１円（1 割）、８２２円（2 割）、１２３３円（3 割） 

 

退所前連携加算 

契約者が退所に先立ち、希望する居宅介護支援事業者に対して、介護状況

を示す文書を添えて情報を提供し、かつ、その居宅介護支援事業者と連携

して退所後の居宅サービス利用に関する調整をした場合 

1 回５１４円（1 割）、１，０２７円（2 割）、１，５４１円（3 割） 

 

 

認知症専門ケア加算（Ⅰ） 

入所者の総数のうち、認知症日常生活自立度Ⅲ以上の割合が５０％以上で

あって、認知症介護実践リーダー研修終了者を一定数配置し、チームとし

て専門的なケアを実施するとともに、職員での留意事項の伝達又は技術的

指導会議を定期的に開催している場合 

1 日３円（1 割）、６円（2 割）、９円（3 割） 

 

 

経口維持加算（Ⅰ） 

医師の指示に基づき、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められるご契約者に

ついて、栄養管理するための観察及び会議等を行い医師・管理栄養士・看護

師・介護支援専門員等多職種共同で経口維持計画を作成し、医師の指示を受

けた管理栄養士が経口による食事の摂取を進めるための特別な管理を行っ

た場合 
1 月４１１円（1 割）、８２２円（2 割）、１，２３３円（3 割） 

 

 

経口維持加算（Ⅱ） 

医師の指示に基づき、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められるご契約者に

ついて、栄養管理するための観察及び会議等を行い医師・管理栄養士・看護

師・介護支援専門員等多職種共同で経口維持計画を作成し、医師の指示を受

けた管理栄養士が経口による食事の摂取を進めるための特別な管理を行っ

た場合 

1 月１０３円（1 割）、２０６円（2 割）、３０９円（3 割） 

 

 

 

 

 

 

 

 

看取り介護加算Ⅰ 

 

 

 

 

 

 

 

医師が、医学的見地に基づき回復の見込みがないと診断

しご契約者の同意を得て、見取りに関する指針に基づ

きサービス提供を行った場合 

（死亡日以前４５日を限度として） 

１日 ７４円（１割） 

１４８円（２割） 

２２２円（３割） 
死亡日以前３１～４５日 

１日１４８円（１割） 

２９６円（２割） 

４４４円（３割）

死亡日以前４～３０日 

１日 

６９９円（１割） 

１，３９７円（２割） 

２，０９５円（３割）

死亡日の前日・前々日 

１日 

１，３１５円 （1 割） 

２，６２９円（２割） 

３，９４４円（３割） 

死亡日 

 

若年性認知症入所者受入加算 

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心

に、当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行った場合 

1 日１２４円（1 割）、２４７円（2 割）、３７０円（3 割） 

 

安全対策体制加算 

事故発生防止の指針の作成、委員会の開催、研修の実施、安全対策担当者の配置

を備えた体制がある場合（入所初日のみ算定） 
初日のみ２１円（1 割）、４１円（2 割）、６２円（3 割） 

 

ADL 維持等加算（Ⅰ） 

要介護の利用者を対象とし、日常生活動作（ADL）を維持・向上する体制を整え、

評価指標であるバーセルインデックスを用い、実際に現状維持や改善が見られた場

合(ADL 利得 1 以上)に算定 

1 月３１円（1 割）、６２円（2 割）、９３円（3 割） 



 

ADL 維持等加算（Ⅱ） 

要介護の利用者を対象とし、日常生活動作（ADL）を維持・向上する体制を整え、

評価指標であるバーセルインデックスを用い、実際に現状維持や改善が見られた場

合(ADL 利得 2 以上)に算定 
1 月６２円（1 割）、１２４円（2 割）、１８５円（3 割） 

特別通院送迎加算 
透析が必要な高齢者の通院の送迎を 1 月に 12 回以上行うこと 

1 月６１０円（1 割）、１，２２０円（2 割）、１，８３０円（3 割） 

 

協力医療機関連携加算（Ⅰ） 

相談・診療を行う体制を常時確保し、緊急時に入院を受け入れる体制を確保して

いる協力医療機関と連携している場合 

1 月５２円（1 割）、１０３円（2 割）、１５４円（3 割） 

協力医療機関連携加算（Ⅱ） 
上記以外の協力医療機関と連携している場合 

1 月６円（1 割）、１１円（2 割）、１６円（3 割） 

 

退所時情報提供加算 

医療機関へ退所する入居者等について、退所後の医療機関に対して入居者等を紹

介する際、入居者等の同意を得て、当該入居者等の心身の状況、生活歴等を示す

情報を提供した場合 

（１回に限る）  1 回２５７円（1 割）、５１４円（2 割）、７７１円（3 割） 

 

 

新興感染症等施設療養費 

入居者等が別に厚生労働大臣が定める感染症※に感染した場合に相談対応、診療、

入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者等に対   

し、適切な感染対策を行った上で、該当する介護サービスを行った場合（※現時点

において指定されている感染症はない。） 

１月に１回、連続する５日を限度 

１日２５円（1 割）、５０円（2 割）、７４円（3 割） 

 

 

 

 

 

認知症チームケア推進加算（Ⅰ） 

入居者の総数のうち、認知症の者の占める割合が２分の１以上であり、認知症の

行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応に資する認知症介護の指導に係る専

門的な研修を修了している者又は認知症介護に係る専門的な研修及び認知症の行

動・心理症状の予防等に資するケアプログラムを含んだ研修を修了した者を１名

以上配置し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対応す

るチームを組み、個別に認知症の行動・心理症状の評価を計画的に行い、その評

価に基づく値を測定し、認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを

実施し、カンファレンスの開催、計画の作成、認知症の行動・心理症状の有無及

び程度についての定期的な評価、ケアの振り返り、計画の見直し等を行っている

こと 

1 月１５４円（1 割）、３０８円（2 割）、４６２円（3 割） 
 

 

 

 

認知症チームケア推進加算（Ⅱ） 

入居者の総数のうち、認知症の者の占める割合が２分の１以上であり、認知症の   

行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に係る専門的な研修を修了している者

を１名以上配置し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対

応するチームを組み、個別に認知症の行動・心理症状の評価を計画的に行い、その

評価に基づく値を測定し、認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを

実施し、カンファレンスの開催、計画の作成、認知症の行動・心理症状の有無及び

程度についての定期的な評価、ケアの振り返り、計画の見直し等を行っていること 

1 月１２４円（1 割）、２４７円（2 割）、３７０円（3 割） 

 

退所時栄養情報連携加算 

厚生労働大臣が定める特別食を必要とする入所者又は低栄養状態にあると医師が

判断した入居者が退所する際、管理栄養士が、退所先の医療機関等に対して、当

該者の栄養管理に関する情報を提供した場合 

（１月に１回）1 回７２円（1 割）、１４４円（2 割）、２１６円（3 割） 

 

 

 

高齢者施設等感染対策

向上加算（Ⅰ） 

感染症法第６条第 17 項に規定する第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の

発生時等の対応を行う体制を確保していること 

協力医療機関等との間で新興感染症以外の一般的な感染症の発生時等の対応を取

り決めるとともに、感染症の発生時等に協力医療機関等と連携し適切に対応して

いること 

診療報酬における感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行っ

た医療機関又は地域の医師会が定期的に行う院内感染対策に関する研修又は訓練

に１年に１回以上参加していること 

1 月１１円（1 割）、２１円（2 割）、３１円（3 割） 



 

 

高齢者施設等感染対策

向上加算（Ⅱ） 

診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、３年に１

回以上施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けている

こと 
1 月６円（1 割）、１１円（2 割）、１６円（3 割） 

 

 

生産性向上推進体制加算（Ⅰ） 

テクノロジーを複数導入し、職員間の適切な役割分担の取組等を行っていること、

及び（Ⅱ）の要件を満たし、データにより業務改善の取組による成果が確認され   

ていること、かつ、１年以内ごとに１回、業務改善の取組による効果を示すデータ

の提供を行っている場合 

1 月１０３円（1 割）、２０６円（2 割）、３０９円（3 割） 

 

 

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 

テクノロジーを１つ以上導入及び１年以内ごとに１回、業務改善の取組による効

果を示すデータの提供かつ利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員

の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じ

た上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っている場合 

1 月１１円（1 割）、２１円（2 割）、３１円（3 割） 

 

 

精神科医定期的療養指導加算 

認知症(医師が認知症と診断)である入居者が全入居者の3分の1以上であり、

精神科を担当する医師による定期的な療養指導が月に2回以上行っており、記

録を残している場合。 

１日５円（1割）、１０円（2割）、１５円（3割） 

 

○介護予防短期入所生活介護及び短期入所生活介護の利用料金 

・介護保険の給付が受けられるサービス（利用料金は、負担割合証の割合に応じた額となります） 

（１） １日当たりの基本利用料のみの額 

介護予防短期入所生活介護 短期入所生活介護 

ご契約者の要支援又は

要介護度とサービス 

利用料金 

要支援１ 

6,580 円 

要支援２ 

8,070 円 

要介護１ 

8,850 円 

要介護２ 

9,650 円 

要介護３ 

10,530 円 

要介護４ 

11,370 円 

要介護５ 

12,180 円 

１割負担の方 658 円 807 円 885 円 965 円 1,053 円 1,137 円 1,218 円 

２割負担の方 1,316 円 1,615 円 1,771 円 1,931 円 2,107 円 2,275 円 2,437 円 

３割負担の方 1,974 円 2,423 円 2,656 円 2,896 円 3,161 円 3,412 円 3,656 円 

 

 

（２）加算料金（介護予防短期入所では①～⑥、短期入所生活介護では①～⑨を算定） 

①機能訓練指導体制加算 1 日１３円（1 割）、２５円（2 割）、３７円（3 割） 

②送迎加算 通常送迎区域（仙台市内、富谷市内） 片道 ２１６円（1 割）、４３３ 円（2 割）、 
６５０ 円（3 割） 

③介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数に１４．０％を乗じた単位数 

④サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ７円（1 割）、１３円（2 割）、１９円（3 割） 

⑤若年性認知症利用者受入加算 
1 日１２４円（1 割）、２４７円（2 割）、３７０円 

（3 割）※該当時 

⑥生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 
1 月 1 回 １１円（1 割）、２１円（2 割）、３１円 
（3 割） 

⑦看護体制加算Ⅰ 1 日５円（1 割）、９円（2 割）、１３円（3 割） 

⑧看護体制加算Ⅱ 1 日９円（1 割）、１７円（2 割）、２５円（3 割） 

⑨夜勤職員配置加算Ⅱ 1 日１９円（1 割）、３７円（2 割）、５６円（3 割） 

 

○ 介護保険の給付対象外サービス 

以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

※①居住費及び②食費については、申請し市町村より認定を受けた場合、利用者負担第１段階から第３段

階まで減額されます。ご利用の際、介護保険証とともに負担限度額認定証をご提示下さい。 

 

 

 



①居住費及び滞在費 

（ １ か月３ ０ 日とした場

合） 

利用者負担第１段階 ８８０円／日（１か月あたり２６，４００円） 

利用者負担第２段階 ８８０円／日（１か月あたり２６，４００円） 

利用者負担第３段階 １，３７０円／日（１か月あたり４１，１００円） 

利用者負担第４段階 ２，６００円／日（１か月あたり７９，８００円） 

②食 費 

（ １ か月３ ０ 日とした場 

利用者負担第１段階 ３００円／日（１か月あたり９，０００円） 

利用者負担第２段階 ６００円／日（１か月あたり１８，０００円） 

 

合） 合） 利用者負担第３段階① １，０００円／日（１か月あたり３０，０００円） 

利用者負担第３段階② １，３００円／日（１か月あたり３９，０００円） 

利用者負担第４段階 １，４４５円／日（１か月あたり４３，３５０円） 

③複写物の交付  １０円／枚 

 

④日常生活上

必要となる

諸費用 

日常生活品や嗜好品の購入代金等ご契約者の日常生活に要す

る費用でご契約者に負担いただくことが適当であるもの 
例）医療費、インフルエンザ等予防接種代、栄養補助食品（栄養ケア計画の範囲を超えて購入の希

望があるもの）、ジュース、アルコール類、水分補給用清涼飲料水等飲食物にかかる費用、売店

の購入費用、タバコ代、理美容代、パジャマ、肌着、普段着等の被服費、歯磨き粉、歯ブラシ、ティッ

シュ等の日常生活用品、入場料、外出時の食事代、おこづかい等。 

 

 

実 費 

 

⑤電気料金 
ⅰ.居室へ持ち込みの小型冷蔵庫やテレビ等に係る電気使用料 

長期：１台５５０円/月 
短期：１台３０円/日 

ⅱ.テレビレンタル(短期入所のみ・電気使用料込み) 短期：１台１００円/日 

⑥利用中の外

出等の送迎

サービス 

（短期のみ） 

利用中に外出等を行う際に利用可能。 

※車輛・人員の都合により、ご希望に沿えない場合があり

ます 

 

２，２００円/６０分 

⑦入居者生活

資金管理   

サービス 

ご契約者の所有する現金及び預金通帳、有価証券、保険等の証書並びに印

鑑の保管及び出入金等の管理 

 

2,050 円／１ヶ月 

⑧通帳等管理 
サービス 

身元保証人が不在等の理由により、預金通帳等の 
管理を行います。 

１口座につき 
１，０００円／月 

⑨入院および外泊時

における居住費 

（入院後７日目以降） 

利用者負担第１段階 ９６０円／日（１か月あたり２７，０００円） 

利用者負担第２段階 １，１６０円／日（１か月あたり３３，０００円） 

利用者負担第３段階 １，４６０円／日（１か月あたり４２，０００円） 

利用者負担第４段階 ２，１００円／日（１か月あたり６３，０００円） 

 

⑩原状回復に係る費用 

施設、設備を壊したり、汚したりした場

合には、ご契約者の自己負担により原状

に復していただくか、又は相当の代価を 

お支払いいただく場合があります。 

 

実 費 

⑪通常区域外の送迎サービス 
仙 台 市 及 び 富 谷 市 以 外 の 区 域 

（ショートステイのみ） 
片 道 ５，５００円 


